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〔議第６３号〕 

   美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

について              

    【議案書：１頁】 

◎ 制定の趣旨 

  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）が

令和６年６月１２日に公布され、生後６か月から満３歳未満までで保育所等に

通っていない乳幼児を対象に、月１０時間を上限とする利用枠の中で、保護者

の就労要件を問わず利用できる新たな通園制度（乳児等通園支援事業。通称「こ

ども誰でも通園制度」）が創設され、令和８年度から「乳児等のための支援給

付」として市町村で実施することが義務付けられました。 

乳児等通園支援事業を実施するために、乳児等通園支援事業の設備及び運営

について条例で基準を定める必要があるため、条例を制定するものです。 

◎ 条例の概要 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１６の規定に基づき、

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）

で定める基準に従い、又は参酌した結果、内閣府令で定める基準のとおり市の

基準を定めます。 

◎ 条例の構成 

 ○ 趣旨（第１条） 

 〇 定義（第２条） 

 〇 最低基準の目的（第３条）

 〇 最低基準の向上（第４条）

 〇 最低基準と乳児等通園支援事業者（第５条）

 〇 乳児等通園支援事業者の一般原則（第６条）

 〇 乳児等通園支援事業者と非常災害（第７条）

 〇 安全計画の策定等（第８条）※従うべき基準

 〇 自動車を運行する場合の所在の確認（第９条）※従うべき基準

 〇 乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件（第１０条）

 〇 乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等（第１１条）

 〇 他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準（第１２

条）※従うべき基準（職員に係る部分に限る。）

 〇 利用乳幼児を平等に取り扱う原則（第１３条）※従うべき基準

 〇 虐待等の防止（第１４条）※従うべき基準
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 〇 衛生管理等（第１５条）

 〇 食事（第１６条）※従うべき基準

 〇 乳児等通園支援事業所内部の規程（第１７条）

 〇 乳児等通園支援事業所に備える帳簿（第１８条）

 〇 秘密保持等（第１９条）※従うべき基準

 〇 苦情への対応（第２０条）

 〇 乳児等通園支援事業の区分（第２１条）※従うべき基準

 〇 一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準（第２２条）※従うべき基準

（調理設備に係る部分に限る。）

 〇 一般型乳児等通園支援事業所の職員の基準（第２３条）※従うべき基準

 〇 乳児等通園支援の内容（第２４条）※従うべき基準

 〇 保護者との連絡（第２５条）

 〇 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準（第２６条）※従

うべき基準

 〇 準用（第２７条）※従うべき基準

 〇 電磁的記録（第２８条）

 〇 附則 

◎ 条例の施行期日 

この条例は、令和８年１月１日から施行します。
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〔議第６４号〕 

   美濃加茂市職員の旅費に関する条例について 

【議案書：１０頁】

◎ 全部改正の趣旨 

国家公務員等の旅費に関する法律、同法施行令及び国家公務員等の旅費支

給規程の一部改正を受け、地方公務員法第２４条第４項の規定に基づき国と

の権衡を図る観点から、美濃加茂市職員の旅費に関する条例を全部改正する

ものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 旅費の支給先の追加（第３条関係） 

旅行役務提供者（市と旅行役務提供契約を締結した旅行業者等）に対する

直接の支払いを可能とします。 

〇 宿泊料の定額支給の廃止等（第１３条～第１５条関係）

・宿泊料を宿泊費に改め、定額支給から上限額を定めた実費を支給します。

  ・日当及び食卓料を廃止し、宿泊を伴う旅行において、宿泊手当を定額支給

します。 

  ・交通費と宿泊費をまとめて支給できるように包括宿泊費を新設します。 

〇 転居費等の追加（第１６条～第１８条関係） 

転居費（赴任に伴う転居に関する費用）、着後滞在費（赴任に伴う転居に

必要な滞在に係る費用）及び家族転居費（赴任に伴う家族の移転に要する費

用）を旅費として支給することとします。 

〇 外国旅行の旅費（第２０条関係） 

外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定に

準じて別に定めることとします。 

◎ 施行期日等（附則） 

  この条例は、令和８年４月１日から施行し、この条例による改正後の美濃

加茂市職員の旅費に関する条例の規定は、同日以後に出発した旅行及び同日

前に出発し、かつ、同日以後に完了した旅行のうち同日以後の期間に対応す

る分について適用する。 
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〔議第６５号〕 

   美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１９頁】 

◎ 改正の概要 

〇 美濃加茂市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会の設置 

国はコロナ禍を経て、新型インフルエンザ等対策行動計画の見直しを行い、

県及び市町村にも行動計画の改訂を指示しました。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）では行動

計画の策定又は変更を行う際には、感染症に関する専門的な知識を有する者

その他の学識経験者の意見を聴かなければならないとされています。 

そのため、附属機関として美濃加茂市新型インフルエンザ等対策行動計画

策定委員会を設置するものです。 

〇 美濃加茂市若者活動支援事業業務第三者評価委員会の設置 

美濃加茂市若者活動支援事業は、民間事業者の創意工夫を最大限に引き出

し、より高い成果を効率的かつ効果的に創出することを目的として、成果連動

型民間委託契約方式（ＰＦＳ）を採用し、委託業務として実施しています。 

委託業務について、有識者を含む第三者による評価を行い、効果を検証し成

果に応じた委託費を支払う仕組としました。 

そのため、附属機関として美濃加茂市若者活動支援事業業務第三者評価委

員会を設置するものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部改正 

 別表（第１条―第４条関係）  

市長の附属機関として、美濃加茂市新型インフルエンザ等対策行動計画

策定委員会及び美濃加茂市若者活動支援事業業務第三者評価委員会を新た

に加えます。 

  （１）美濃加茂市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会 

所掌事項 美濃加茂市新型インフルエンザ等対策行動計

画の策定及び改定に関すること。 

委員の構成 （１）感染症に関して専門的知識を有する者 

（２）関係行政機関の職員 

（３）市長が適当と認める者 

委員の定数 ６人以内 

委員の任期 審議事項の諮問を受けてから答申を行うまで 

  （２）美濃加茂市若者活動支援事業業務第三者評価委員会 

所掌事項 美濃加茂市若者活動支援事業業務に係る評価
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に関すること。 

委員の構成 （１）学識経験を有する者 

（２）市長が適当と認める者 

委員の定数 ５人以内 

委員の任期 審議事項の諮問を受けてから答申を行うまで 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項）

この条例は、公布の日から施行します。 

〇 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正（第２項）

   別表に「美濃加茂市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会」及

び「美濃加茂市若者活動支援事業業務第三者評価委員会」を加えます。 

※日額 １１，０００円（職務の時間が２時間以上４時間未満の場合は

５，５００円、２時間未満の場合は３，０００円） 
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〔議第６６号〕 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

   【議案書２２頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第

２９号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和７年１０月１日 

改正された法令 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

条例改正に影響

する条 

第３３条の１０ 

〇 条例改正趣旨

児童福祉法等の一部を改正する法律が令和７年４月２５日に公布さ

れ、児童福祉法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

◎ 改正の主な内容 

〇 引用条文の整理（第２６条関係） 

 「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認

定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法

第２７条の２第１項各号）」に改めます。

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。
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〔議第６７号〕 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例について 

【議案書：２４頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する内閣府令（令和７年内閣府令第８２号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和７年９月１６日 

改正された法令 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成

２６年厚生労働省令第６１号）

条例改正に影響

する条 

第１７条 

公布された法令 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第

２９号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和７年１０月１日 

改正された法令 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

条例改正に影響

する条 

第３３条の１０ 

〇 条例改正趣旨

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府

令が令和７年９月１６日に公布され、家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行います。

また、児童福祉法等の一部を改正する法律が令和７年４月２５日に公

布され、児童福祉法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもので

す。

◎ 改正の主な内容 

〇 引用条文の整理（第１３条関係） 

「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改めます。

〇 利用乳幼児の健康診断に係る特例の追加（第１８条関係） 

   次の表の左欄に掲げる健康診断等が行われた場合に、同表の右欄に掲

げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲
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げる健康診断の全部又は一部を行わないことができることとします。

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。

児童相談所等における乳幼

児の利用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健康診

断、定期の健康診断又は臨時の健康診断 

-8-



〔議第６８号〕 

美濃加茂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

   【議案書：２６頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第

２９号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和７年１０月１日 

改正された法令 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

条例改正に影響

する条 

第３３条の１０ 

〇 条例改正趣旨

児童福祉法等の一部を改正する法律が令和７年４月２５日に公布さ

れ、児童福祉法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。

◎ 改正の主な内容 

〇 引用条文の整理（第１２条関係） 

「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改めます。

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。
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〔議第６９号〕 

   美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例について 

【議案書：２７頁】 

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する

法律の一部を改正する法律（令和７年法律第４６号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和７年５月２８日から起算して１年を超えない範囲

内において政令で定める日 

改正された法令 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号） 

条例改正に影響

する条 

第１０条の２ 

〇 条例改正趣旨

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正

する法律が令和７年５月２８日に公布され、電気通信事業法が改正された

ことに伴い、所要の改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 引用条文の整理（第１０条の２関係） 

「第１２条の２第４項第２号ロ」を「第１２条の２第４項第３号ロ」に改

めます。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の

一部を改正する法律（令和７年法律第４６号）の施行の日から施行します。 
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〔議第７０号〕 

美濃加茂市都市公園条例の一部を改正する条例について 

   【議案書：２９頁】

◎ 改正の概要 

〇 条例改正趣旨

都市公園に公園施設を設ける場合の使用料について、公募の方法により設

置する者を決定する場合において、使用料の価額競争を可能とするために、

条例で定める上限額以内の使用料とする特例事項を定めるものです。 

◎ 改正の主な内容  

○ 別表第２（第８条関係） 

公募の方法により公園施設を設ける場合は、２５，０００円以内の額とす

る規定を追加します。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行し、令和８年４月１日以後の公園施設を設け、

又は管理する場合について適用します。
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〔議第７１号〕 

   美濃加茂市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

【議案書：３１頁】 

◎ 改正の概要 

○ 条例改正主旨 

令和６年能登半島地震では、水道事業者が管理する配水管が復旧した場

合においても、様々な工事需要が集中したことや、給水装置工事事業者自

身が被災したことにより、宅内配管工事を行うことができる給水装置工事

事業者が不足し、宅内配管の復旧が遅れ、家庭で水が使用できない状況が

長期化しました。

そこで、当市において災害その他非常の場合にあって、市が指定した給

水装置工事事業者の確保が困難と判断されるときには、他の水道事業者又

は他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による給水装置工事の施

行を可能とすることにより宅内配管の復旧に対応する業者を確保できるよ

うにする特例を定めるものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 災害その他非常の場合における給水工事の施行について（第１１条関係）

災害その他非常の場合における給水工事の施行ができる者を追加しま

す。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。 
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〔議第７２号〕 

   美濃加茂市下水道条例の一部を改正する条例について 

【議案書：３６頁】 

◎ 改正の概要  

○ 法改正情報 

公布された法令 下水道法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第

２号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和７年４月１日 

改正された法令 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号） 

条例改正に影響

する条 

第９条の１１ 

○ 条例改正主旨 

下水道法施行令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

また、令和６年能登半島地震では、多くの家屋で排水設備が破損したこ

とや、指定工事店自身も被災したことにより、工事を行うことができる指

定工事店が不足し、排水設備等の復旧が遅れることになりました。

こうした事態を踏まえ、当市において災害その他非常の場合において、

市が指定した指定工事店の確保が困難と判断されるときには、他の地方公

共団体の長が指定した指定工事店による排水設備等の新設等の工事を可能

とすることにより宅内排水設備の復旧に対応する業者を確保できるように

する特例を定めるものです。 

◎ 改正の主な内容 

〇 災害その他非常の場合における排水設備等の工事について（第８条関係）

災害その他非常の場合における排水設備等の工事を行うことができる者

を追加します。 

○ 字句の整理（第１２条関係）

「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改正します。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。 
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〔議第７３号〕 

   美濃加茂市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例について 

【議案書：３８頁】 

◎ 改正の概要 

美濃加茂市役所を移転し、建て替えするに当たり、建設予定地の「美濃加

茂市太田町１９１６番地１」に市役所の位置を定めるため、改正を行うもの

です。 

◎ 改正の主な内容 

〇 市役所の位置の改正 

  「美濃加茂市太田町３４３１番地の１」を「美濃加茂市太田町１９１６番

地１」に改めます。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、規則で定める日から施行します。 
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〔議第７４号〕 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：３９頁】 

◎ 改正の概要 

  令和７年８月７日に行われた人事院勧告に基づき、民間給与との較差を解 

消するため、給料表の水準を引き上げ、民間の特別給（ボーナス）の支給割合

との均衡を図るため、期末勤勉手当の支給月数を０．０５月分引き上げる改正

を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正 

○ 給料表の水準の改定（第３条関係（別表第１）） 

   民間給与との間に差があること等を踏まえ、給料表を大卒程度に係る初

任給については１２，０００円、高卒者に係る初任給については１２，３０

０円引き上げます。若年層に重点を置きつつ、その他の職員も引上げを行い

ます。 

定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額についても改定します。 

〇 通勤手当の引上げ（第１２条関係） 

   民間の支給状況等を踏まえ、交通用具使用者に対する通勤手当の上限額

を７，１００円引上げ３８，７００円とします。 

〇 宿日直手当の引上げ（第１９条関係） 

  宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ、宿日直手当の限度額を３０

０円引き上げ、常直勤務に係る支給規定を削除します。 

○ 期末手当の引上げ（第２０条関係） 

   令和７年度の期末手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０

２５月分引き上げ、１２月の期末手当に加算します。 

○ 勤勉手当の引上げ（第２１条関係） 

   令和７年度の勤勉手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０

２５月分引き上げ、１２月の勤勉手当に加算します。 

第２条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正 

 ○ 期末手当の引上げ（第２０条関係） 

   令和８年度の一般職の期末手当の支給月数を令和６年度と比較して年間

で０．０２５月分引き上げ、６月と１２月に０．０１２５月ずつ振り分け、

それぞれ１．２６２５月とします。 

   令和８年度の定年前再任用短時間勤務職員の期末手当については、支給

月数を令和６年度と比較して年間で０．０２５月分引き上げ、６月と１２月
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に０．０１２５月ずつ振り分け、それぞれ０．７１２５月とします。 

○ 勤勉手当の引上げ（第２１条関係） 

   令和８年度の一般職の勤勉手当の支給月数を令和６年度と比較して年間

で０．０２５月分引き上げ、６月と１２月に０．０１２５月ずつ振り分け、

それぞれ１．０６２５月とします。 

   令和８年度の定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当については、支給

月数を令和６年度と比較して年間で０．０２５月分引き上げ、６月と１２月

に０．０１２５月ずつ振り分け、それぞれ０．５１２５月とします。 

 【参考】期末手当及び勤勉手当の見直し（一般職） 

区 分 
現行 

（R7.4.1時点） 

改正後 

（R7.12.1時点） 

改正後 

（R8.4.1時点） 

引上げ分 

６月 

支給割合 

期

末 
１．２５月 

期

末 
１．２５月 

期

末 
１．２６２５月  

勤

勉 
１．０５月 

勤

勉 
１．０５月 

勤

勉 
１．０６２５月  

１２月 

支給割合 

期

末 
１．２５月 

期

末 
１．２７５月 

期

末 
１．２６２５月  

勤

勉 
１．０５月 

勤

勉 
１．０７５月 

勤

勉 
１．０６２５月  

合 計 ４．６０月 ４．６５月 ４．６５月 ０．０５月 

 【参考】期末手当及び勤勉手当の見直し（一般職（定年前再任用短時間勤務

職員）） 

区 分 
現行 

（R7.4.1時点） 

改正後 

（R7.12.1時点） 

改正後 

（R8.4.1時点） 

引上げ分 

６月 

支給割合 

期

末 
０．７０月 

期

末 
０．７０月 

期

末 
０．７１２５月  

勤

勉 
０．５０月 

勤

勉 
０．５０月 

勤

勉 
０．５１２５月  

１２月 

支給割合 

期

末 
０．７０月 

期

末 
０．７２５月 

期

末 
０．７１２５月  

勤

勉 
０．５０月 

勤

勉 
０．５２５月 

勤

勉 
０．５１２５月  

合 計 ２．４０月 ２．４５月 ２．４５月 ０．０５月 
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◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項及び第２項）

   この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和８

年４月１日から施行します。 

   第１条の規定による改正後の規定は、令和７年４月１日から適用します。

〇 給与の内払（第３項）

   第１条の規定による改正後の規定を適用する場合においては、同条の規

定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改

正後の規定による給与の内払とみなします。 
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〔議第７５号〕 

   美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

について 

【議案書：５２頁】 

◎ 改正の概要 

令和７年８月７日に行われた人事院勧告に基づき、民間給与との較差を解

消するため、給料表の水準を引き上げる改正を行うものです。 

また、民間の特別給（ボーナス）の支給割合との均衡を図るため、期末勤勉

手当の支給月数を０．０５月分引き上げる改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

 第１条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

○ 給料表の水準の改定（第７条関係（別表）） 

民間給与との較差を解消するため、一般職の給料表に併せて改定します。

○ 期末手当及び勤勉手当の引上げ（第９条関係） 

   令和７年度の期末手当及び勤勉手当の支給月数を令和６年度と比較して

期末手当及び勤勉手当を共に０．０２５月分引き上げ、合計３．７月とし、

引上げ分については、１２月の支給月数に加算します。 

第２条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正

○ 期末手当及び勤勉手当の引上げ（第９条関係） 

   令和８年度の期末手当及び勤勉手当の支給月数を令和６年度と比較して

年間で０．０５月分引き上げ、６月と１２月の期末手当の支給月数を０．９

６２５月に、勤勉手当の支給月数を０．８８７５月とします。 

 【参考】期末手当及び勤勉手当の見直し  

区 分 
現行 

（R7.4.1時点） 

改正後 

（R7.12.1時点） 

改正後 

（R8.4.1時点） 

引上げ分 

６月 

支給割合 

期

末 
０．９５０月 

期

末 
０．９５０月 

期

末 
０．９６２５月 

勤

勉 
０．８７５月 

勤

勉 
０．８７５月 

勤

勉 
０．８８７５月 

１２月 

支給割合 

期

末 
０．９５０月 

期

末 
０．９７５月 

期

末 
０．９６２５月 

勤

勉 
０．８７５月 

勤

勉 
０．９０月 

勤

勉 
０．８８７５月 

合 計 ３．６５月 ３．７月 ３．７月 ０．０５月 
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◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項及び第２項）

   この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和８

年４月１日から施行します。 

   第１条の規定による改正後の規定は令和７年４月１日から適用します。 

〇 給与の内払（第３項）

第１条の規定による改正後の規定を適用する場合においては、同条の規

定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改

正後の規定による給与の内払とみなします。 
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〔議第７６号〕 

   美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

【議案書：５５頁】

◎ 改正の概要 

民間の特別給（ボーナス）の支給割合との均衡を図るため、期末勤勉手当の

支給月数を０．０５月分引き上げる改正を行うものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第７条関係） 

   令和７年度の期末手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０２

５月分引上げ、１．４２５月とし、引き上げ分については、１２月の支給月数

に加算します。 

〇 勤勉手当の引上げ（第８条関係） 

   令和７年度の勤勉手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０２

５月分引き上げ、１．０２５月とし、引き上げ分については、１２月の支給月

数に加算します。 

第２条 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第７条関係） 

   令和８年度の期末手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０２

５月分引き上げ、６月と１２月に０．０１２５月ずつ振り分け、それぞれ０．

７１２５月とします。 

〇 勤勉手当の引上げ（第８条関係） 

   令和８年度の勤勉手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０２

５月分引き上げ、６月と１２月に０．０１２５月ずつ振り分け、それぞれ０．

５１２５月とします。 

 【参考】期末手当及び勤勉手当の見直し 

区 分 
現行 

（R7.4.1時点） 

改正後 

（R7.12.1時点） 

改正後 

（R8.4.1時点） 

引上げ分 

６月 

支給割合 

期

末 
０．７０月 

期

末 
０．７０月 

期

末 
０．７１２５月  

勤

勉 
０．５０月 

勤

勉 
０．５０月 

勤

勉 
０．５１２５月  
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１２月 

支給割合 

期

末 
０．７０月 

期

末 
０．７２５月 

期

末 
０．７１２５月  

勤

勉 
０．５０月 

勤

勉 
０．５２５月 

勤

勉 
０．５１２５月  

合 計 ２．４０月 ２．４５月 ２．４５月 ０．０５月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項及び第２項）

   この条例は、公布の日から施行します。ただし第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行します。 

   第１条の規定による改正後の規定は、令和７年１２月１日から適用します。

〇 期末手当及び勤勉手当の内払（第３項）

   第１条の規定による改正後の規定を適用する場合においては、同条の規定

による改正前の規定に基づいて支給された期末勤勉手当は、同条の規定によ

る改正後の規定による期末勤勉手当の内払とみなします。 
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〔議第７７号〕 

   美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

【議案書：６０頁】 

◎ 改正の概要 

令和７年８月７日に行われた人事院勧告に準じて、常勤の特別職（市長、副

市長及び教育長）の期末手当を引き上げるため条例を改正するものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和７年度の期末手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０

５月分引き上げ、４．６５月とし、引上げ分については、１２月の支給月数

に加算します。 

第２条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和８年度の期末手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０

５月分引き上げ、４．６５月とし、引上げ分である０．０５月分を６月と１

２月に０．０２５月ずつ振り分け、それぞれ２．３２５月とします。 

【参考】期末手当の見直し 

区 分 
現行 

（R7.4.1時点） 

改正後 

（R7.12.1時点） 

改正後 

（R8.4.1時点） 
引上げ分 

６月 

支給割合 
２．３０月 ２．３０月 ２．３２５月  

１２月 

支給割合 
２．３０月 ２．３５月 ２．３２５月  

合 計 ４．６０月 ４．６５月 ４．６５月 ０．０５月 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日等（第１項及び第２項）

   この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和８

年４月１日から施行します。 

   第１条の規定による改正後の規定は令和７年１２月１日から適用しま

す。 
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〇 期末手当の内払（第３項）

第１条の規定による改正後の規定を適用する場合においては、同条の規

定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定によ

る改正後の規定による期末手当の内払とみなします。 

-23-



〔議第７８号〕 

   美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例について 

【議案書：６２頁】 

◎ 改正の概要 

令和７年８月７日に行われた人事院勧告に準じて、市議会議員の期末手当

を引き上げるため条例を改正するものです。 

◎ 改正の主な内容 

第１条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和７年度の期末手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０

５月分引き上げ、４．６５月とし、引上げ分については、１２月の支給月数

に加算します。 

 第２条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正 

○ 期末手当の引上げ（第５条関係） 

   令和８年度の期末手当の支給月数を令和６年度と比較して年間で０．０

５月分引き上げ、４．６５月とし、引上げ分である０．０５月分を６月と１

２月に０．０２５月ずつ振り分け、それぞれ２．３２５月とします。 

 【参考】期末手当の見直し  

区 分 
現行 

（R7.4.1時点） 

改正後 

（R7.12.1時点） 

改正後 

（R8.4.1時点） 
引上げ分 

６月 

支給割合 
２．３０月 ２．３０月 ２．３２５月  

１２月 

支給割合 
２．３０月 ２．３５月 ２．３２５月  

合 計 ４．６０月 ４．６５月 ４．６５月 ０．０５月 

◎ 施行期日等（附則） 

 〇 施行期日等（第１項及び第２項）

   この条例は、公布の日から施行します。ただし、第２条の規定は、令和８

年４月１日から施行します。 
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第１条の規定による改正後の規定は令和７年１２月１日から適用しま

す。 

〇 期末手当の内払（第３項）

第１条の規定による改正後の規定を適用する場合においては、同条の規

定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定によ

る改正後の規定による期末手当の内払とみなします。 

-25-



〔議第７９号〕

美濃加茂市収入印紙等購買基金条例を廃止する条例について 

【議案書：６４頁】 

◎ 廃止の概要 

美濃加茂市収入印紙等購買基金は平成２７年に設置され、市民サービス向

上のため、市役所において収入印紙及び岐阜県収入証紙を販売し、主にパス

ポート申請者に対する利便性を図ってきました。 

しかしながら、パスポートのオンライン申請が普及し、また、岐阜県収入

証紙が令和７年１２月末日で廃止され、県手数料の支払は、オンライン納付

のほか、コンビニ納付及び窓口キャッシュレスが導入されました。 

今後は、社会のデジタル化に伴い収入印紙の需要は減少することが見込ま

れます。 

このような現状を鑑み、基金を廃止することとし、条例を廃止するもので

す。 

◎ 基金が保有している資産の清算について 

 〇 収入印紙は、郵便局に買戻請求し現金化します。 

〇 岐阜県収入証紙は、岐阜県に買戻請求し現金化します。 

〇 現金（上記現金を含む。）は、一般会計に繰り入れた後、財政調整基金

に繰り出します。 

◎ 施行期日（附則） 

  この条例は、令和８年２月１日から施行します。 
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